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11月5日から住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどへ旧姓を併記できるようになり
ます。これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来使用してきた氏を旧姓として併
記できるようになります。旧姓の印鑑で印鑑登録もできるようになります。
� 問合先　市民課住民記録担当

住民票、マイナンバーカードなどに旧姓（旧氏）が併記できます

旧姓とは？
「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍
に記載がされています。
旧姓を併記するには？
住民票に旧姓を併記するためには申請手続きが必要になります。住民票に旧姓が併記されると、マイナン
バーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録にも旧姓が併記されます。なお、住民
票などに記載できる旧姓は1人に1つだけです。

Step1
旧姓が記載された戸籍謄
本などを用意してくださ
い。戸籍謄本などは本籍
地の市区町村に、直接ま
たは郵送で請求できます。

Step2
用意した戸籍謄本などと
一緒に、マイナンバーカー
ド(通知カード)を持って
市役所で申請してください。
※�　通知カードの場合は本人
確認書類をお持ちください

Q　マイナンバーカードを持っていなくても、旧姓を
併記する手続きはできますか。

A　マイナンバーカードをお持ちでない場合であって
も、国内に住所を有する方は、通知カードに旧姓を追記
するか、マイナンバーカードを新規に作ることができま
す。なお、すでにマイナンバーカードをお持ちの方は、
追記欄に旧姓を追記することになります。

Q　住民票の写しの交付を受けるときに、併記されて
いる旧姓を表示しないようにすることはできますか。

A　住民票は氏名とあわせて公証されているものであ
ることから、旧姓または氏の一方のみを表示することは
できません。

Q　旧姓としては、どのようなものを併記できますか。
A　旧姓を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本
などに記載されている過去の氏の中から1つを選んで併
記することができます。記載したい旧姓から現在までの
全ての戸籍謄本などが必要となります。
なお、引っ越しなどで、他の市町村へ転出した場合、住
民票などに併記されている旧姓は引き継がれます。

Q　旧姓を削除することはできますか。
A　必要がなくなった場合などには、旧姓を削除する
ことが可能です。ただし、旧姓を削除した場合には、そ
の後、氏を変更したときに限り、削除後に新たに生じた
旧姓の中から1つを選んで、再び併記することができます。

旧姓併記に
ついてのQ＆A

旧姓併記の簡単手続き

詳細はこちら

6

マイナンバーカードは、マイナンバーが記載された、顔写真付きカードです。
本人確認の際、身分証明書として使用でき、行政手続き(確定申告など)のオンライン申請が
利用できます。初回発行は無料です。この機会に作成してみましょう。
� 問合先　市民課住民記録担当

マイナンバーカードの4つの作成方法
マイナンバーカードの作成には、通知カードと一緒に送られてきた交付申請書が必要です。
お持ちでない方は市民課で申請書を発行しますので、本人確認書類(運転免許証など)を持ち、ご本人か
同一世帯の方がお越しください。申請してから約1か月後、市役所から「個人番号カード交付・電子証明
書発行通知書兼照会書（はがき）」が届きます。

更新手続きはお早めに
すでにマイナンバーカードをお持ちの方は、カード本体と電子証明書の更新を早めに行いましょう。更新を迎える方
には通知を送付します。更新手続きは有効期限の3か月前から申請できます。
マイナンバーカードの更新
マイナンバーカード発行時に20歳未満の方で、5回目の誕生日を迎える方は、令和2年1月以降、更新時期を迎えます。
マイナンバーカードの有効期限を確認し、更新手続きをしてください。
電子証明書の更新
マイナンバーカードに格納された電子証明書の有効期限は、マイナンバーカード発行時から5回目の誕生日までとな
ります。有効期限を確認し、更新手続きをしてください(カード本体の有効期限と異なります)。

マイナンバーカード
つくってみよ

う！/
/

申請書WEB
サイトはこちら

市役所入口に設置！//

証明書用写真機
で申請する場合

①�タッチパネルから「個
人番号カード申請」を
選択
②�撮影料金を投入して、
交付申請書の二次元コー
ドをバーコードリーダー
にかざす
③�画面の案内にしたがっ
て、顔写真を撮影して
送信し、申請完了

郵便
で申請する場合

交付申請書に必要事項を
記入の上、6か月以内に撮
影した顔写真を貼り付け
て郵送の上、申請完了
※　マイナンバーカード
交付申請用封筒の差出有
効期間は平成29年10月4
日までとなっていますが、
令和4年5月31日まで利用
できます

パソコン
で申請する場合

①カメラで顔写真を撮影
②�申請用WEBサイトでメー
ルアドレスを登録
③�申請者専用WEBサイト
のURLが届いたら、顔写
真を登録、必要事項を入
力し、申請完了

スマートフォン
で申請する場合

①スマホで顔写真を撮影
②�スマホで交付申請書の二
次元コードを読み取る
③�申請書用WEBサイトで
メールアドレスを登録
④�申請者専用WEBサイト
のURLが届いたら、顔
写真を登録(その場で撮
影も可)、必要事項を入
力し、申請完了

おススメ！//

受け取り
受け取りには、必ず本人が来ていただく必要があります。本人確認書類、送付されてきた「個人番号カード交付・電子
証明書発行通知書兼照会書（はがき）」、通知カード、住基カード(持っている方のみ)をお持ちください。



7� Tsurugashima　2019.11

市政情報

11月5日から住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどへ旧姓を併記できるようになり
ます。これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来使用してきた氏を旧姓として併
記できるようになります。旧姓の印鑑で印鑑登録もできるようになります。
� 問合先　市民課住民記録担当

住民票、マイナンバーカードなどに旧姓（旧氏）が併記できます

旧姓とは？
「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍
に記載がされています。
旧姓を併記するには？
住民票に旧姓を併記するためには申請手続きが必要になります。住民票に旧姓が併記されると、マイナン
バーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録にも旧姓が併記されます。なお、住民
票などに記載できる旧姓は1人に1つだけです。

Step1
旧姓が記載された戸籍謄
本などを用意してくださ
い。戸籍謄本などは本籍
地の市区町村に、直接ま
たは郵送で請求できます。

Step2
用意した戸籍謄本などと
一緒に、マイナンバーカー
ド(通知カード)を持って
市役所で申請してください。
※�　通知カードの場合は本人
確認書類をお持ちください

Q　マイナンバーカードを持っていなくても、旧姓を
併記する手続きはできますか。

A　マイナンバーカードをお持ちでない場合であって
も、国内に住所を有する方は、通知カードに旧姓を追記
するか、マイナンバーカードを新規に作ることができま
す。なお、すでにマイナンバーカードをお持ちの方は、
追記欄に旧姓を追記することになります。

Q　住民票の写しの交付を受けるときに、併記されて
いる旧姓を表示しないようにすることはできますか。

A　住民票は氏名とあわせて公証されているものであ
ることから、旧姓または氏の一方のみを表示することは
できません。

Q　旧姓としては、どのようなものを併記できますか。
A　旧姓を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本
などに記載されている過去の氏の中から1つを選んで併
記することができます。記載したい旧姓から現在までの
全ての戸籍謄本などが必要となります。
なお、引っ越しなどで、他の市町村へ転出した場合、住
民票などに併記されている旧姓は引き継がれます。

Q　旧姓を削除することはできますか。
A　必要がなくなった場合などには、旧姓を削除する
ことが可能です。ただし、旧姓を削除した場合には、そ
の後、氏を変更したときに限り、削除後に新たに生じた
旧姓の中から1つを選んで、再び併記することができます。

旧姓併記に
ついてのQ＆A

旧姓併記の簡単手続き

詳細はこちら

6

マイナンバーカードは、マイナンバーが記載された、顔写真付きカードです。
本人確認の際、身分証明書として使用でき、行政手続き(確定申告など)のオンライン申請が
利用できます。初回発行は無料です。この機会に作成してみましょう。
� 問合先　市民課住民記録担当

マイナンバーカードの4つの作成方法
マイナンバーカードの作成には、通知カードと一緒に送られてきた交付申請書が必要です。
お持ちでない方は市民課で申請書を発行しますので、本人確認書類(運転免許証など)を持ち、ご本人か
同一世帯の方がお越しください。申請してから約1か月後、市役所から「個人番号カード交付・電子証明
書発行通知書兼照会書（はがき）」が届きます。

更新手続きはお早めに
すでにマイナンバーカードをお持ちの方は、カード本体と電子証明書の更新を早めに行いましょう。更新を迎える方
には通知を送付します。更新手続きは有効期限の3か月前から申請できます。
マイナンバーカードの更新
マイナンバーカード発行時に20歳未満の方で、5回目の誕生日を迎える方は、令和2年1月以降、更新時期を迎えます。
マイナンバーカードの有効期限を確認し、更新手続きをしてください。
電子証明書の更新
マイナンバーカードに格納された電子証明書の有効期限は、マイナンバーカード発行時から5回目の誕生日までとな
ります。有効期限を確認し、更新手続きをしてください(カード本体の有効期限と異なります)。

マイナンバーカード
つくってみよ

う！/
/

申請書WEB
サイトはこちら

市役所入口に設置！//

証明書用写真機
で申請する場合

①�タッチパネルから「個
人番号カード申請」を
選択
②�撮影料金を投入して、
交付申請書の二次元コー
ドをバーコードリーダー
にかざす
③�画面の案内にしたがっ
て、顔写真を撮影して
送信し、申請完了

郵便
で申請する場合

交付申請書に必要事項を
記入の上、6か月以内に撮
影した顔写真を貼り付け
て郵送の上、申請完了
※　マイナンバーカード
交付申請用封筒の差出有
効期間は平成29年10月4
日までとなっていますが、
令和4年5月31日まで利用
できます

パソコン
で申請する場合

①カメラで顔写真を撮影
②�申請用WEBサイトでメー
ルアドレスを登録
③�申請者専用WEBサイト
のURLが届いたら、顔写
真を登録、必要事項を入
力し、申請完了

スマートフォン
で申請する場合

①スマホで顔写真を撮影
②�スマホで交付申請書の二
次元コードを読み取る
③�申請書用WEBサイトで
メールアドレスを登録
④�申請者専用WEBサイト
のURLが届いたら、顔
写真を登録(その場で撮
影も可)、必要事項を入
力し、申請完了

おススメ！//

受け取り
受け取りには、必ず本人が来ていただく必要があります。本人確認書類、送付されてきた「個人番号カード交付・電子
証明書発行通知書兼照会書（はがき）」、通知カード、住基カード(持っている方のみ)をお持ちください。



9� Tsurugashima　2019.11

市政情報

　
深
夜
外
出
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

所
持
率
の
増
加
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル

や
犯
罪
の
増
加
、
不
登
校
や
貧
困

な
ど
、
青
少
年
を
め
ぐ
る
環
境
は

急
激
に
変
化
し
て
い
ま
す
。

　
青
少
年
に
よ
る
非
行
や
犯
罪
の

増
加
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
青
少

年
の
行
動
に
対
す
る
大
人
の
無
関

心
さ
や
、
規
範
意
識
の
低
下
が
指

摘
さ
れ
る
な
ど
「
大
人
の
責
任
」

が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
、
市

青
少
年
健
全
育
成
連
絡
協
議
会
で

は
、
市
内
５
地
区
の
青
少
年
健
全

育
成
推
進
協
議
会
と
連
携
し
、
深

夜
営
業
を
行
う
店
舗
へ
の
青
少
年

の
帰
宅
推
奨
の
お
願
い
や
、
防
犯

パ
ト
ロ
ー
ル
な
ど
を
実
施
し
、
地

域
で
子
ど
も
た
ち
の
見
守
り
を
行

っ
て
い
ま
す
。

青
少
年
健
全
育
成
推
進
協
議
会

　
市
内
５
地
区（
各
中
学
校
区
に

１
地
区
）で
地
域
の
方
々
が
会
員

と
な
り
、
青
少
年
の
育
成
と
安
全

な
地
域
づ
く
り
の
た
め
に
、
パ
ト

ロ
ー
ル
や
講
演
会
の
開
催
な
ど

様
々
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

子
ど
も
・
若
者
の
育
成
支
援
の
た

め
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
、
で
き
る

こ
と

・
登
下
校
の
時
間
に
合
わ
せ
て
散

歩
す
る
。
子
ど
も
た
ち
の
見
守
り

に
つ
な
が
り
ま
す
。

・
玄
関
外
の
電
気
を
つ
け
て
お
く
。

人
目
に
つ
か
な
い
薄
暗
い
場
所
が

減
る
こ
と
は
、
青
少
年
を
犯
罪
被

害
か
ら
守
る
こ
と
に
効
果
的
で
す
。

・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
フ
ィ
ル
タ

リ
ン
グ
を
積
極
的
に
導
入
す
る
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
が
き
っ
か
け
で
青
少

年
が
性
犯
罪
の
被
害
に
遭
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
た
ら

警
察
相
談
専
用
電
話

☎
♯
９
１
１
０

チ
ャ
イ
ル
ド
ラ
イ
ン

☎
０
１
２
０
・
99
・
７
７
７
７

（
18
歳
以
下
対
象
）

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
☎
１
８
８

（
買
い
物
な
ど
の
お
金
の
ト
ラ
ブ

ル
）

　
県
で
は
、
11
月
を
「
い
じ
め
撲

滅
強
調
月
間
」
と
し
、
い
じ
め
の

根
絶
に
集
中
的
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
い
じ
め
に
遭
っ
た
り
、
何

か
気
付
い
た
こ
と
が
あ
れ
ば
、
一

人
で
悩
ま
ず
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

【
相
談
窓
口
】

よ
い
子
の
電
話
教
育
相
談

（
24
時
間
３
６
５
日
対
応
）

18
歳
以
下
子
ど
も
専
用（
無
料
）

☎
＃
７
３
０
０

☎
０
１
２
０
・
86
・
３
１
９
２

保
護
者
専
用

☎
０
４
８・５
５
６・０
８
７
４

Ｅ
メ
ー
ル
相
談
　

soudan@
spec.ed.jp

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
相
談

5
０
１
２
０
・
81
・
３
１
９
２

埼
玉
県
警
察
少
年
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー（
８
時
30
分
～
17
時
15
分
、

祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

子
ど
も
専
用

☎
０
４
８・８
６
１・１
１
５
２

保
護
者
専
用

☎
０
４
８・８
６
５・４
１
５
２

子
ど
も
ス
マ
イ
ル
ネ
ッ
ト（
10
時

30
分
～
18
時
、
祝
日
・
年
末
年
始

を
除
く

☎
０
４
８・８
２
２・７
０
０
７

埼
玉
い
の
ち
の
電
話（
毎
日
24
時
間
）

☎
０
４
８・６
４
５・４
３
４
３

さ
い
た
ま
チ
ャ
イ
ル
ド
ラ
イ
ン

（
毎
日
16
時
～
21
時
、
18
歳
以
下

の
子
ど
も
専
用
、
無
料
）

☎
０
１
２
０
・
99
・
７
７
７
７

埼
玉
県
こ
こ
ろ
の
電
話（
心
の
健

康
や
悩
み
に
関
す
る
相
談
）

（
９
時
～
17
時
、
土
・
日
曜
日
・

祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

☎
０
４
８・７
２
３・１
４
４
７

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番 

（
８
時
30
分
～
17
時
15
分
、
祝
日
・

年
末
年
始
を
除
く
、
無
料
）

☎
０
１
２
０・０
０
７・１
１
０

子
ど
も
の
人
権
Ｓ
Ｏ
Ｓ
メ
ー
ル 

上
・
右
記
の
内
容
に
対
す
る
問
合
先

県
青
少
年
課
☎
０
４
８・８
３
０
・

２
９
０
７

【
鶴
ヶ
島
市
の
相
談
窓
口
】　

鶴
ヶ
島
い
じ
め
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

（
９
時
～
16
時
30
分
、
土
・
日
・

祝
日
を
除
く
）

☎
２
７
９・５
１
４
４

※
　
市
内
小
中
学
校
に
在
籍
す
る

児
童
生
徒
お
よ
び
そ
の
保
護
者
が

対
象
。

鶴
ヶ
島
い
じ
め
相
談
メ
ー
ル

ijim
esoudan@

city.tsurugashim
a.lg.jp

メールはこちら

11月は「子供・若者育成支援強調月間」です

問合先　こども支援課子育て支援担当

11月は「埼玉県いじめ撲滅強調月間」です

問合先　学校教育課、教育センター☎287・3858

8

「女性に対する暴力をなくす運動」を展開中　～ひとりで悩まず相談を～

問合先　女性センター☎287・4755

暴
力
と
は
？

　
暴
力
は
、
そ
の
対
象
の
性
別
や

加
害
者
、
被
害
者
の
間
柄
を
問
わ

ず
、
決
し
て
許
さ
れ
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
、
配
偶
者
や

元
夫
、
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力

（
Ｄ
Ｖ
＝
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ

オ
レ
ン
ス
）、
交
際
相
手
や
別
れ

た
恋
人
か
ら
の
暴
力（
デ
ー
ト
Ｄ

Ｖ
）、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
、
セ
ク
ハ

ラ
、
性
犯
罪
な
ど
は
、
女
性
が
被

害
者
に
な
る
割
合
が
高
く
、
人
権

を
著
し
く
侵
害
す
る
も
の
で
す
。

　
殴
る
・
蹴
る
な
ど
の
「
身
体
的

暴
力
」
だ
け
で
な
く
、

♦︎
「
性
的
暴
力
」
セ
ッ
ク
ス
の
強
要

♦︎
「
経
済
的
暴
力
」
生
活
費
を
充

分
に
渡
さ
な
い
な
ど

♦︎
「
言
葉
の
暴
力
」『
俺
が
い
な
い

と
お
前
は
何
も
で
き
な
い
。』『
死
ね
。』

な
ど
の
暴
言

♦︎
「
精
神
的
暴
力
」
常
に
批
判
し
た

り
、
大
事
な
物
を
勝
手
に
捨
て
る

な
ど
も
Ｄ
Ｖ
に
あ
た
り
ま
す
。

　
暴
力
は
、
振
る
う
側
に
問
題
が

あ
り
ま
す
。
振
る
わ
れ
る
側
は
悪

く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
恐
怖
や
屈
辱

感
な
ど
か
ら
、「
自
分
さ
え
我
慢
す

れ
ば
。」、「
殴
ら
れ
る（
怒
鳴
ら
れ

る
）の
は
自
分
が
悪
い
。」
と
考
え

て
し
ま
い
、
体
調
不
良
、
メ
ン
タ

ル
不
調
な
ど
の
症
状
を
起
こ
す
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

対
策
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
　

　
11
月
12
日
か
ら
25
日（
女
性
に

対
す
る
暴
力
撤
廃
国
際
日
）ま
で

の
２
週
間
は
「
女
性
に
対
す
る
暴

力
を
な
く
す
運
動
」
期
間
で
す
。

　
国
で
は
、
配
偶
者
お
よ
び
元
配

偶
者
か
ら
の
暴
力
だ
け
で
な
く
、

10
代
か
ら
20
代
の
若
い
人
た
ち
の

間
で
起
こ
る
性
暴
力
の
対
策
に
も

力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

　
市
に
お
い
て
も
、
多
様
化
す
る

暴
力
の
状
況
を
踏
ま
え
、
中
学
校

と
連
携
し
て
デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
の
予
防

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

ひ
と
り
で
悩
ま
ず
相
談
を

　
市
の
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ

ン
タ
ー
で
は
、
女
性
が
抱
え
る

悩
み
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ
る
ほ

か
、
被
害
者
の
安
全
と
自
立
の
た

め
に
必
要
な
支
援
を
行
っ
て
い
ま

す
。
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の
で
安

心
し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

企
画
展
示
の
開
催

　
11
月
６
日
㈬
か
ら
15
日
㈮
ま
で

市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー
で
、
パ
ネ
ル

展
示
「
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ

オ
レ
ン
ス
」
を
行
い
ま
す 

。
暴
力

の
し
く
み
や
構
造
に
つ
い
て
、
分

か
り
や
す
く
書
か
れ
た
パ
ネ
ル
展

示
で
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

主な相談先
相談機関 受付日時など 相談内容ほか

市役所���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
配偶者暴力相談支援センター�
(女性相談・DV相談(要予約))
☎298・7716

面談予約受付時間
月～金曜日　8時30分～17時15分�
土曜日　8時30分～12時�
※　日曜日、祝日、年末年始を除く

家庭、離婚、DV、性的被害など、女
性が抱える様々な悩み

女性センター(女性のための法律
相談(要予約)
☎287・4755

面談予約受付時間
火～土曜日　8時30分～17時15分
※　月・日曜日、祝日、年末年始を除く�������������������������������������������������������
【相談日】第2水曜日10時～13時�

場合により電話相談可能
離婚、DV、性的被害、職場の問題
など、女性が抱える法的な問題

県婦人相談センター
☎048・863・6060

月～土曜日　9時30分～20時30分
日曜日、祝日　9時30分～17時　※　年末年始を除く DVに関する相談

県男女共同参画推進センター����������������
☎048・600・3800

月～土曜日　10時～20時30分
※　日曜日、第3木曜日、臨時休館日を除く DVなど、女性が抱える様々な悩み

西入間警察署
☎284・0110　※　緊急時は110 年中無休(24時間) DV、ストーカー行為に関する相談

県警察犯罪被害者支援室
☎0120・381・858

月～金曜日　8時30分～17時15分
※　土・日曜日、祝日、年末年始を除く

犯罪被害、DV、ストーカー行為に関
する相談
面接相談とカウンセリングは予約制

アイリスホットライン
☎048・839・8341 電話相談は年中無休(24時間)�面接相談は要予約 性犯罪の被害に関する相談

(家族からの相談も可)
よりそいホットライン
☎0120・279・338→[3]を押す 年中無休(24時間)　※　電話相談のみ 性暴力、DVなど女性の相談

法テラス川越「DV等被害者法律
相談援助制度」(予約制)
☎050・3383・5377

面談予約受付時間
月～金曜日　9時～12時、13時～16時
※　土・日曜日、祝日、年末年始を除く
【相談日】隔週木曜日　10時～12時

�DV、ストーカー、児童虐待を現に
受けている方の法律相談
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深
夜
外
出
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

所
持
率
の
増
加
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル

や
犯
罪
の
増
加
、
不
登
校
や
貧
困

な
ど
、
青
少
年
を
め
ぐ
る
環
境
は

急
激
に
変
化
し
て
い
ま
す
。

　
青
少
年
に
よ
る
非
行
や
犯
罪
の

増
加
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
青
少

年
の
行
動
に
対
す
る
大
人
の
無
関

心
さ
や
、
規
範
意
識
の
低
下
が
指

摘
さ
れ
る
な
ど
「
大
人
の
責
任
」

が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
、
市

青
少
年
健
全
育
成
連
絡
協
議
会
で

は
、
市
内
５
地
区
の
青
少
年
健
全

育
成
推
進
協
議
会
と
連
携
し
、
深

夜
営
業
を
行
う
店
舗
へ
の
青
少
年

の
帰
宅
推
奨
の
お
願
い
や
、
防
犯

パ
ト
ロ
ー
ル
な
ど
を
実
施
し
、
地

域
で
子
ど
も
た
ち
の
見
守
り
を
行

っ
て
い
ま
す
。

青
少
年
健
全
育
成
推
進
協
議
会

　
市
内
５
地
区（
各
中
学
校
区
に

１
地
区
）で
地
域
の
方
々
が
会
員

と
な
り
、
青
少
年
の
育
成
と
安
全

な
地
域
づ
く
り
の
た
め
に
、
パ
ト

ロ
ー
ル
や
講
演
会
の
開
催
な
ど

様
々
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

子
ど
も
・
若
者
の
育
成
支
援
の
た

め
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
、
で
き
る

こ
と

・
登
下
校
の
時
間
に
合
わ
せ
て
散

歩
す
る
。
子
ど
も
た
ち
の
見
守
り

に
つ
な
が
り
ま
す
。

・
玄
関
外
の
電
気
を
つ
け
て
お
く
。

人
目
に
つ
か
な
い
薄
暗
い
場
所
が

減
る
こ
と
は
、
青
少
年
を
犯
罪
被

害
か
ら
守
る
こ
と
に
効
果
的
で
す
。

・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
フ
ィ
ル
タ

リ
ン
グ
を
積
極
的
に
導
入
す
る
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
が
き
っ
か
け
で
青
少

年
が
性
犯
罪
の
被
害
に
遭
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
た
ら

警
察
相
談
専
用
電
話

☎
♯
９
１
１
０

チ
ャ
イ
ル
ド
ラ
イ
ン

☎
０
１
２
０
・
99
・
７
７
７
７

（
18
歳
以
下
対
象
）

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
☎
１
８
８

（
買
い
物
な
ど
の
お
金
の
ト
ラ
ブ

ル
）

　
県
で
は
、
11
月
を
「
い
じ
め
撲

滅
強
調
月
間
」
と
し
、
い
じ
め
の

根
絶
に
集
中
的
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
い
じ
め
に
遭
っ
た
り
、
何

か
気
付
い
た
こ
と
が
あ
れ
ば
、
一

人
で
悩
ま
ず
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

【
相
談
窓
口
】

よ
い
子
の
電
話
教
育
相
談

（
24
時
間
３
６
５
日
対
応
）

18
歳
以
下
子
ど
も
専
用（
無
料
）

☎
＃
７
３
０
０

☎
０
１
２
０
・
86
・
３
１
９
２

保
護
者
専
用

☎
０
４
８・５
５
６・０
８
７
４

Ｅ
メ
ー
ル
相
談
　

soudan@
spec.ed.jp

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
相
談

5
０
１
２
０
・
81
・
３
１
９
２

埼
玉
県
警
察
少
年
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー（
８
時
30
分
～
17
時
15
分
、

祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

子
ど
も
専
用

☎
０
４
８・８
６
１・１
１
５
２

保
護
者
専
用

☎
０
４
８・８
６
５・４
１
５
２

子
ど
も
ス
マ
イ
ル
ネ
ッ
ト（
10
時

30
分
～
18
時
、
祝
日
・
年
末
年
始

を
除
く

☎
０
４
８・８
２
２・７
０
０
７

埼
玉
い
の
ち
の
電
話（
毎
日
24
時
間
）

☎
０
４
８・６
４
５・４
３
４
３

さ
い
た
ま
チ
ャ
イ
ル
ド
ラ
イ
ン

（
毎
日
16
時
～
21
時
、
18
歳
以
下

の
子
ど
も
専
用
、
無
料
）

☎
０
１
２
０
・
99
・
７
７
７
７

埼
玉
県
こ
こ
ろ
の
電
話（
心
の
健

康
や
悩
み
に
関
す
る
相
談
）

（
９
時
～
17
時
、
土
・
日
曜
日
・

祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

☎
０
４
８・７
２
３・１
４
４
７

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番 

（
８
時
30
分
～
17
時
15
分
、
祝
日
・

年
末
年
始
を
除
く
、
無
料
）

☎
０
１
２
０・０
０
７・１
１
０

子
ど
も
の
人
権
Ｓ
Ｏ
Ｓ
メ
ー
ル 

上
・
右
記
の
内
容
に
対
す
る
問
合
先

県
青
少
年
課
☎
０
４
８・８
３
０
・

２
９
０
７

【
鶴
ヶ
島
市
の
相
談
窓
口
】　

鶴
ヶ
島
い
じ
め
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

（
９
時
～
16
時
30
分
、
土
・
日
・

祝
日
を
除
く
）

☎
２
７
９・５
１
４
４

※
　
市
内
小
中
学
校
に
在
籍
す
る

児
童
生
徒
お
よ
び
そ
の
保
護
者
が

対
象
。

鶴
ヶ
島
い
じ
め
相
談
メ
ー
ル

ijim
esoudan@

city.tsurugashim
a.lg.jp

メールはこちら

11月は「子供・若者育成支援強調月間」です

問合先　こども支援課子育て支援担当

11月は「埼玉県いじめ撲滅強調月間」です

問合先　学校教育課、教育センター☎287・3858

8

「女性に対する暴力をなくす運動」を展開中　～ひとりで悩まず相談を～

問合先　女性センター☎287・4755

暴
力
と
は
？

　
暴
力
は
、
そ
の
対
象
の
性
別
や

加
害
者
、
被
害
者
の
間
柄
を
問
わ

ず
、
決
し
て
許
さ
れ
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
、
配
偶
者
や

元
夫
、
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力

（
Ｄ
Ｖ
＝
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ

オ
レ
ン
ス
）、
交
際
相
手
や
別
れ

た
恋
人
か
ら
の
暴
力（
デ
ー
ト
Ｄ

Ｖ
）、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
、
セ
ク
ハ

ラ
、
性
犯
罪
な
ど
は
、
女
性
が
被

害
者
に
な
る
割
合
が
高
く
、
人
権

を
著
し
く
侵
害
す
る
も
の
で
す
。

　
殴
る
・
蹴
る
な
ど
の
「
身
体
的

暴
力
」
だ
け
で
な
く
、

♦︎
「
性
的
暴
力
」
セ
ッ
ク
ス
の
強
要

♦︎
「
経
済
的
暴
力
」
生
活
費
を
充

分
に
渡
さ
な
い
な
ど

♦︎
「
言
葉
の
暴
力
」『
俺
が
い
な
い

と
お
前
は
何
も
で
き
な
い
。』『
死
ね
。』

な
ど
の
暴
言

♦︎
「
精
神
的
暴
力
」
常
に
批
判
し
た

り
、
大
事
な
物
を
勝
手
に
捨
て
る

な
ど
も
Ｄ
Ｖ
に
あ
た
り
ま
す
。

　
暴
力
は
、
振
る
う
側
に
問
題
が

あ
り
ま
す
。
振
る
わ
れ
る
側
は
悪

く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
恐
怖
や
屈
辱

感
な
ど
か
ら
、「
自
分
さ
え
我
慢
す

れ
ば
。」、「
殴
ら
れ
る（
怒
鳴
ら
れ

る
）の
は
自
分
が
悪
い
。」
と
考
え

て
し
ま
い
、
体
調
不
良
、
メ
ン
タ

ル
不
調
な
ど
の
症
状
を
起
こ
す
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

対
策
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
　

　
11
月
12
日
か
ら
25
日（
女
性
に

対
す
る
暴
力
撤
廃
国
際
日
）ま
で

の
２
週
間
は
「
女
性
に
対
す
る
暴

力
を
な
く
す
運
動
」
期
間
で
す
。

　
国
で
は
、
配
偶
者
お
よ
び
元
配

偶
者
か
ら
の
暴
力
だ
け
で
な
く
、

10
代
か
ら
20
代
の
若
い
人
た
ち
の

間
で
起
こ
る
性
暴
力
の
対
策
に
も

力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

　
市
に
お
い
て
も
、
多
様
化
す
る

暴
力
の
状
況
を
踏
ま
え
、
中
学
校

と
連
携
し
て
デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
の
予
防

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

ひ
と
り
で
悩
ま
ず
相
談
を

　
市
の
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ

ン
タ
ー
で
は
、
女
性
が
抱
え
る

悩
み
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ
る
ほ

か
、
被
害
者
の
安
全
と
自
立
の
た

め
に
必
要
な
支
援
を
行
っ
て
い
ま

す
。
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の
で
安

心
し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

企
画
展
示
の
開
催

　
11
月
６
日
㈬
か
ら
15
日
㈮
ま
で

市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー
で
、
パ
ネ
ル

展
示
「
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ

オ
レ
ン
ス
」
を
行
い
ま
す 

。
暴
力

の
し
く
み
や
構
造
に
つ
い
て
、
分

か
り
や
す
く
書
か
れ
た
パ
ネ
ル
展

示
で
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

主な相談先
相談機関 受付日時など 相談内容ほか

市役所���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
配偶者暴力相談支援センター�
(女性相談・DV相談(要予約))
☎298・7716

面談予約受付時間
月～金曜日　8時30分～17時15分�
土曜日　8時30分～12時�
※　日曜日、祝日、年末年始を除く

家庭、離婚、DV、性的被害など、女
性が抱える様々な悩み

女性センター(女性のための法律
相談(要予約)
☎287・4755

面談予約受付時間
火～土曜日　8時30分～17時15分
※　月・日曜日、祝日、年末年始を除く�������������������������������������������������������
【相談日】第2水曜日10時～13時�

場合により電話相談可能
離婚、DV、性的被害、職場の問題
など、女性が抱える法的な問題

県婦人相談センター
☎048・863・6060

月～土曜日　9時30分～20時30分
日曜日、祝日　9時30分～17時　※　年末年始を除く DVに関する相談

県男女共同参画推進センター����������������
☎048・600・3800

月～土曜日　10時～20時30分
※　日曜日、第3木曜日、臨時休館日を除く DVなど、女性が抱える様々な悩み

西入間警察署
☎284・0110　※　緊急時は110 年中無休(24時間) DV、ストーカー行為に関する相談

県警察犯罪被害者支援室
☎0120・381・858

月～金曜日　8時30分～17時15分
※　土・日曜日、祝日、年末年始を除く

犯罪被害、DV、ストーカー行為に関
する相談
面接相談とカウンセリングは予約制

アイリスホットライン
☎048・839・8341 電話相談は年中無休(24時間)�面接相談は要予約 性犯罪の被害に関する相談

(家族からの相談も可)
よりそいホットライン
☎0120・279・338→[3]を押す 年中無休(24時間)　※　電話相談のみ 性暴力、DVなど女性の相談

法テラス川越「DV等被害者法律
相談援助制度」(予約制)
☎050・3383・5377

面談予約受付時間
月～金曜日　9時～12時、13時～16時
※　土・日曜日、祝日、年末年始を除く
【相談日】隔週木曜日　10時～12時

�DV、ストーカー、児童虐待を現に
受けている方の法律相談
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野外焼却は禁止されています 

問合先　生活環境課環境保全担当

　『
埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
』

で
は
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
な
ど
の

発
生
を
抑
制
す
る
た
め
、
一
定
の

構
造
基
準
を
満
た
す
焼
却
炉
を
使

用
す
る
場
合
を
除
き
、
野
外
焼
却

を
原
則
と
し
て
禁
止
し
て
い
ま

す
。

　
市
に
は
「
近
所
で
ご
み
を
燃
や

し
て
い
て
煙
で
困
っ
て
い
る
」
や

「
野
外
焼
却
に
よ
り
洗
濯
物
に
臭

い
が
つ
い
て
困
っ
て
い
る
」
な
ど

の
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
家
庭
で
発
生
し
た
廃
棄
物
は
、

野
外
焼
却
を
せ
ず
に
、
リ
サ
イ
ク

ル
で
き
る
も
の
と
可
燃
ご
み
に
分

別
し
て
集
積
所
に
出
す
な
ど
、
適

切
に
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。

次
に
掲
げ
る
野
外
焼
却
は
、
条
例

の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
ま
す

・ 

落
ち
葉
焚
き
な
ど
、
日
常
生
活

を
営
む
上
で
通
常
行
わ
れ
る
焼

却
で
あ
っ
て
軽
微
な
も
の

・ 

稲
わ
ら
焼
き
な
ど
、
農
業
や
林

教育委員会委員の
任命
問合先　人事課人事担当

　
教
育
委
員
会
委
員
の
石い
し
澤ざ
わ
良よ
し
浩ひ
ろ

さ
ん
が
任
期
満
了
と
な
り
、
10
月

１
日
付
け
で
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

固定資産評価審査
委員会委員の選任
問合先　人事課人事担当

　
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委

員
の
鍋な
べ
し
ま
た
だ
し

島
忠
さ
ん
、
毛も

須す

征ゆ
き
弘ひ
ろ
さ

ん
が
任
期
満
了
と
な
り
、
10
月
１

日
付
け
で
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

業
な
ど
を
営
む
た
め
に
や
む
を

得
な
い
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る

焼
却

・ 

キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
や
、
ど

ん
ど
焼
き
な
ど
、
風
俗
習
慣
上

ま
た
は
宗
教
上
の
行
事
を
行
う

た
め
に
必
要
な
焼
却

条
例
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
る
場

合
で
も
、
次
の
点
に
注
意
し
て
く

だ
さ
い

・ 

紙
く
ず
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
な

ど
の
ご
み
を
混
ぜ
て
焼
却
し
な

い
・ 

よ
く
乾
燥
さ
せ
て
、
な
る
べ
く

煙
が
出
な
い
よ
う
に
焼
却
す
る

・
風
向
き
を
考
え
て
焼
却
す
る

・ 

火
の
粉
が
飛
ば
な
い
よ
う
に
焼

却
す
る

・
焼
却
を
放
置
し
な
い

・ 

条
例
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
る

焼
却
で
あ
っ
て
も
、
な
る
べ
く

集
積
所
に
出
す

不法投棄をさせないようにしましょう 

問合先　生活環境課環境推進担当

不
法
投
棄
を
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ら

　
所
有
地（
管
理
地
）に
不
法
投
棄

さ
れ
て
し
ま
い
、
不
法
投
棄
者
が

判
明
し
な
い
場
合
は
、
法
に
基
づ

き
、
そ
の
土
地
の
所
有
者（
管
理

者
）が
自
ら
の
責
任
で
処
分
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
不
法
投
棄
者
を
見
つ
け
た
ら
、

警
察
に
通
報
し
、
日
時
、
場
所
、

ご
み
の
種
類
と
量
、
車
両
情
報
、

人
物
の
特
徴
な
ど
を
伝
え
て
く
だ

さ
い
。

不
法
投
棄
を
さ
せ
な
い
た
め
に

　
土
地
の
所
有
者（
管
理
者
）は
次

の
よ
う
な
工
夫
を
行
い
、
不
法
投

棄
を
未
然
に
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

・ 

定
期
的
な
見
回
り
を
し
、
土
地

の
状
況
を
常
に
把
握
す
る
よ
う

に
す
る

・ 

草
木
の
除
草
や
伐
採
を
行
い
、

見
通
し
の
よ
い
環
境
を
整
え
る

・ 

フ
ェ
ン
ス
や
柵
を
設
置
し
、
侵

入
で
き
な
い
よ
う
に
す
る

市
の
取
組
に
つ
い
て

　
不
法
投
棄
パ
ト
ロ
ー
ル
を
定
期

的
に
行
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
不
法
投
棄
防
止
の
た
め

の
啓
発
看
板
を
配
布
し
て
い
ま

す
。

　
看
板
を
ご
希
望
の
方
は
、
生
活

環
境
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す

　
み
だ
り
に
ご
み
を
捨
て
る
こ
と

は
、
法
律（
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
法
律
）で
禁
じ
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
違
反
す
る
と
、
５
年
以
下
の
懲

役
も
し
く
は
１
０
０
０
万
円
以
下

の
罰
金（
法
人
に
対
し
て
は
３
億

円
以
下
の
罰
金
）、
ま
た
は
そ
の

両
方
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

啓発看板

10

交通事故などで治療を受けるときは連絡を

問合先　保険年金課国民健康保険担当、高齢者医療担当

4年に1度の祈願！「脚
すねおりあまごい

折雨乞」を一緒に盛り上げませんか？

問合先　産業振興課商工労政担当

公衆衛生事業功労者に
対する埼玉県知事表彰
問合先　健康増進課健康増進担当

「プレミアム付商品券」の申請は
お済みですか
問合先　福祉政策課プレミアム付商品券担当

　
国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者
が
、
交

通
事
故
や
飼
い
犬
に
噛
ま
れ
た
な

ど
の
第
三
者（
他
人
の
行
動
が
原

因
と
な
る
）に
よ
る
行
為
に
よ
っ

て
け
が
や
病
気
と
な
り
、
保
険
証

を
使
用
し
て
治
療
を
受
け
る
場
合

は
、
事
前
に
け
が
を
し
た
際
の
状

況
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
内
容
に

よ
っ
て
は
、
届
出
が
必
要
な
場
合

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
医
療
機
関

へ
第
三
者
行
為
に
よ
る
治
療
で
あ

る
こ
と
を
伝
え
て
く
だ
さ
い
。
　

　
本
来
、
治
療
費
は
加
害
者
が
支

払
う
も
の
で
す
が
、
一
時
的
に
国

民
健
康
保
険
ま
た
は
埼
玉
県
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
で
立
て
替

え
払
い
を
し
、
後
で
加
害
者
に
請

求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
事
前
に
連
絡
な
く
加
害
者
か
ら

治
療
費
を
受
け
取
っ
た
り
、
示
談

に
応
じ
た
り
す
る
と
、
国
民
健
康

保
険
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
制

　
髙た
か

橋は
し
美み

代よ

子こ

さ
ん（
食
生
活
改
善

推
進
員
）と
鶴
ヶ
島
市
ラ
ジ
オ
体
操

連
絡
会
が
埼
玉
県
知
事
表
彰
を
受

賞
さ
れ
ま
し
た
。
　
　

　
長
年
、
地
域
の
健
康
づ
く
り
に

尽
力
さ
れ
、
そ
の
功
績
が
認
め
ら

れ
た
も
の
で
す
。

度
か
ら
治
療
に
対
す
る
医
療
費
の

給
付
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
次
の
よ
う
な
場
合
は
、

保
険
証
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

① 

け
ん
か
、
酒
酔
い
運
転
に
よ

る
け
が
な
ど（
社
会
的
に
非
難
さ

れ
る
不
法
行
為
な
ど
）

② 

仕
事
中
や
通
勤
途
中
の
け
が

や
病
気（
労
災
保
険
や
他
の
保
険

の
対
象
と
な
る
も
の
）

詳細はこちら

　
４
年
に
１
度
開
催
さ
れ
る
「
脚

折
雨
乞
」。
次
回
は
令
和
２
年
に

開
催
さ
れ
る
予
定
で
す
が
、
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
年
と
な
る

た
め
、
会
場
設
営
や
警
備
な
ど
に

関
す
る
費
用
が
高
騰
し
て
い
る
状

況
で
す
。
ま
た
、
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ

ー
シ
ョ
ン
の
一
環
と
し
て
「
脚
折

雨
乞
」
を
広
く
Ｐ
Ｒ
し
て
お
り
、

来
場
者
の
方
の
た
め
に
出
店
な
ど

に
よ
り
、
賑
わ
い
を
創
出
し
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、

「
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン

デ
ィ
ン
グ
」
を
実
施
し
、
脚
折
雨

乞
の
開
催
お
よ
び
賑
わ
い
創
出
の

費
用
を
募
っ
て
い
ま
す
。
ふ
る
さ

と
納
税
制
度
を
活
用
し
た
ク
ラ
ウ

ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
た
め
、
市

　「
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
」
の

申
請
期
限
が
迫
っ
て
い
ま
す
。
対

象
者
に
は
申
請
書
を
郵
送
し
て
い

ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
請
書
受
付
期
限
　
11
月
29
日
㈮

対
象
者

平
成
31
年
１
月
１
日
に
当
市
に
住

民
登
録
が
あ
り
、
令
和
元
年
度
市

民
税
非
課
税
の
方
　

※
　
子
育
て
世
帯
の
方
は
申
請
不

要申
請
先
　
福
祉
政
策
課

民
の
方
に
対
し
て
は
返
礼
品
の
送

付
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
撮
影
ス
ポ

ッ
ト
入
場
権
お
よ
び
特
別
観
覧
席

入
場
権
は
、
受
け
付
け
ら
れ
る
仕

組
み
に
し
ま
し
た
の
で
、
ご
検
討

く
だ
さ
い
。

詳細はこちら

商
品
券
の
購
入

１
セ
ッ
ト
５
０
０
０
円
分
を

４
０
０
０
円
で
販
売（
１
人
５
セ

ッ
ト
ま
で
購
入
可
）

　
購
入
引
換
券
を
受
領
後
、
指
定

さ
れ
た
、
市
内
郵
便
局
で
商
品
券

を
購
入
で
き
ま
す
。

　
他
市
区
町
村
で
購
入
引
換
券
を

交
付
後
に
当
市
へ
転
入
さ
れ
た
方

は
、
鶴
ヶ
島
市
役
所
に
て
購
入
引

換
券
を
当
市
の
も
の
と
交
換
し
て

く
だ
さ
い
。
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る
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を
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し
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ま
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。
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に
は
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所
で
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を
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や

し
て
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て
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で
困
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て
い
る
」
や

「
野
外
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却
に
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り
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物
に
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が
つ
い
て
困
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る
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な
ど

の
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
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。
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に
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理
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。
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は
、
条
例

の
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用
か
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ま
す
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落
ち
葉
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な
ど
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日
常
生
活

を
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上
で
通
常
行
わ
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る
焼
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で
あ
っ
て
軽
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な
も
の
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わ
ら
焼
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な
ど
、
農
業
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林
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会
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の
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し
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わ
良よ
し
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ん
が
任
期
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了
と
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り
、
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１
日
付
け
で
再
任
さ
れ
ま
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た
。
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固
定
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価
審
査
委
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会
委

員
の
鍋な
べ
し
ま
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だ
し

島
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、
毛も
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が
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、
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教
上
の
行
事
を
行
う

た
め
に
必
要
な
焼
却

条
例
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
る
場

合
で
も
、
次
の
点
に
注
意
し
て
く

だ
さ
い

・ 

紙
く
ず
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
な

ど
の
ご
み
を
混
ぜ
て
焼
却
し
な

い
・ 

よ
く
乾
燥
さ
せ
て
、
な
る
べ
く

煙
が
出
な
い
よ
う
に
焼
却
す
る

・
風
向
き
を
考
え
て
焼
却
す
る

・ 
火
の
粉
が
飛
ば
な
い
よ
う
に
焼

却
す
る

・
焼
却
を
放
置
し
な
い

・ 

条
例
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
る

焼
却
で
あ
っ
て
も
、
な
る
べ
く

集
積
所
に
出
す

不法投棄をさせないようにしましょう 

問合先　生活環境課環境推進担当

不
法
投
棄
を
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ら

　
所
有
地（
管
理
地
）に
不
法
投
棄

さ
れ
て
し
ま
い
、
不
法
投
棄
者
が

判
明
し
な
い
場
合
は
、
法
に
基
づ

き
、
そ
の
土
地
の
所
有
者（
管
理

者
）が
自
ら
の
責
任
で
処
分
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
不
法
投
棄
者
を
見
つ
け
た
ら
、

警
察
に
通
報
し
、
日
時
、
場
所
、

ご
み
の
種
類
と
量
、
車
両
情
報
、

人
物
の
特
徴
な
ど
を
伝
え
て
く
だ

さ
い
。

不
法
投
棄
を
さ
せ
な
い
た
め
に

　
土
地
の
所
有
者（
管
理
者
）は
次

の
よ
う
な
工
夫
を
行
い
、
不
法
投

棄
を
未
然
に
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

・ 

定
期
的
な
見
回
り
を
し
、
土
地

の
状
況
を
常
に
把
握
す
る
よ
う

に
す
る

・ 

草
木
の
除
草
や
伐
採
を
行
い
、

見
通
し
の
よ
い
環
境
を
整
え
る

・ 

フ
ェ
ン
ス
や
柵
を
設
置
し
、
侵

入
で
き
な
い
よ
う
に
す
る

市
の
取
組
に
つ
い
て

　
不
法
投
棄
パ
ト
ロ
ー
ル
を
定
期

的
に
行
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
不
法
投
棄
防
止
の
た
め

の
啓
発
看
板
を
配
布
し
て
い
ま

す
。

　
看
板
を
ご
希
望
の
方
は
、
生
活

環
境
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す

　
み
だ
り
に
ご
み
を
捨
て
る
こ
と

は
、
法
律（
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
法
律
）で
禁
じ
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
違
反
す
る
と
、
５
年
以
下
の
懲

役
も
し
く
は
１
０
０
０
万
円
以
下

の
罰
金（
法
人
に
対
し
て
は
３
億

円
以
下
の
罰
金
）、
ま
た
は
そ
の

両
方
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

啓発看板
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交通事故などで治療を受けるときは連絡を

問合先　保険年金課国民健康保険担当、高齢者医療担当

4年に1度の祈願！「脚
すねおりあまごい

折雨乞」を一緒に盛り上げませんか？

問合先　産業振興課商工労政担当

公衆衛生事業功労者に
対する埼玉県知事表彰
問合先　健康増進課健康増進担当

「プレミアム付商品券」の申請は
お済みですか
問合先　福祉政策課プレミアム付商品券担当

　
国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者
が
、
交

通
事
故
や
飼
い
犬
に
噛
ま
れ
た
な

ど
の
第
三
者（
他
人
の
行
動
が
原

因
と
な
る
）に
よ
る
行
為
に
よ
っ

て
け
が
や
病
気
と
な
り
、
保
険
証

を
使
用
し
て
治
療
を
受
け
る
場
合

は
、
事
前
に
け
が
を
し
た
際
の
状

況
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
内
容
に

よ
っ
て
は
、
届
出
が
必
要
な
場
合

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
医
療
機
関

へ
第
三
者
行
為
に
よ
る
治
療
で
あ

る
こ
と
を
伝
え
て
く
だ
さ
い
。
　

　
本
来
、
治
療
費
は
加
害
者
が
支

払
う
も
の
で
す
が
、
一
時
的
に
国

民
健
康
保
険
ま
た
は
埼
玉
県
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
で
立
て
替

え
払
い
を
し
、
後
で
加
害
者
に
請

求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
事
前
に
連
絡
な
く
加
害
者
か
ら

治
療
費
を
受
け
取
っ
た
り
、
示
談

に
応
じ
た
り
す
る
と
、
国
民
健
康

保
険
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
制

　
髙た
か

橋は
し

美み

代よ

子こ

さ
ん（
食
生
活
改
善

推
進
員
）と
鶴
ヶ
島
市
ラ
ジ
オ
体
操

連
絡
会
が
埼
玉
県
知
事
表
彰
を
受

賞
さ
れ
ま
し
た
。
　
　

　
長
年
、
地
域
の
健
康
づ
く
り
に

尽
力
さ
れ
、
そ
の
功
績
が
認
め
ら

れ
た
も
の
で
す
。

度
か
ら
治
療
に
対
す
る
医
療
費
の

給
付
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
次
の
よ
う
な
場
合
は
、

保
険
証
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

① 

け
ん
か
、
酒
酔
い
運
転
に
よ

る
け
が
な
ど（
社
会
的
に
非
難
さ

れ
る
不
法
行
為
な
ど
）

② 

仕
事
中
や
通
勤
途
中
の
け
が

や
病
気（
労
災
保
険
や
他
の
保
険

の
対
象
と
な
る
も
の
）

詳細はこちら

　
４
年
に
１
度
開
催
さ
れ
る
「
脚

折
雨
乞
」。
次
回
は
令
和
２
年
に

開
催
さ
れ
る
予
定
で
す
が
、
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
年
と
な
る

た
め
、
会
場
設
営
や
警
備
な
ど
に

関
す
る
費
用
が
高
騰
し
て
い
る
状

況
で
す
。
ま
た
、
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ

ー
シ
ョ
ン
の
一
環
と
し
て
「
脚
折

雨
乞
」
を
広
く
Ｐ
Ｒ
し
て
お
り
、

来
場
者
の
方
の
た
め
に
出
店
な
ど

に
よ
り
、
賑
わ
い
を
創
出
し
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、

「
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン

デ
ィ
ン
グ
」
を
実
施
し
、
脚
折
雨

乞
の
開
催
お
よ
び
賑
わ
い
創
出
の

費
用
を
募
っ
て
い
ま
す
。
ふ
る
さ

と
納
税
制
度
を
活
用
し
た
ク
ラ
ウ

ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
た
め
、
市

　「
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
」
の

申
請
期
限
が
迫
っ
て
い
ま
す
。
対

象
者
に
は
申
請
書
を
郵
送
し
て
い

ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
請
書
受
付
期
限
　
11
月
29
日
㈮

対
象
者

平
成
31
年
１
月
１
日
に
当
市
に
住

民
登
録
が
あ
り
、
令
和
元
年
度
市

民
税
非
課
税
の
方
　

※
　
子
育
て
世
帯
の
方
は
申
請
不

要申
請
先
　
福
祉
政
策
課

民
の
方
に
対
し
て
は
返
礼
品
の
送

付
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
撮
影
ス
ポ

ッ
ト
入
場
権
お
よ
び
特
別
観
覧
席

入
場
権
は
、
受
け
付
け
ら
れ
る
仕

組
み
に
し
ま
し
た
の
で
、
ご
検
討

く
だ
さ
い
。

詳細はこちら

商
品
券
の
購
入

１
セ
ッ
ト
５
０
０
０
円
分
を

４
０
０
０
円
で
販
売（
１
人
５
セ

ッ
ト
ま
で
購
入
可
）

　
購
入
引
換
券
を
受
領
後
、
指
定

さ
れ
た
、
市
内
郵
便
局
で
商
品
券

を
購
入
で
き
ま
す
。

　
他
市
区
町
村
で
購
入
引
換
券
を

交
付
後
に
当
市
へ
転
入
さ
れ
た
方

は
、
鶴
ヶ
島
市
役
所
に
て
購
入
引

換
券
を
当
市
の
も
の
と
交
換
し
て

く
だ
さ
い
。
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台風19号により被災された方に
対する市税の減免について

家屋に一定以上の損害を受けた場
合などは、損害の程度に応じ、税
の減免を受けることができる場合
があります。詳細は、お問い合わ
せください。
問　税務課市民税・資産税担当

今月の納期

◆固定資産税・都市計画税第4期
◆国民健康保険税第5期
◆介護保険料第5期
◆後期高齢者医療保険料第5期

土曜窓口開庁をお休みします

11月23日（土）は祝日のため、市役
所窓口の土曜開庁（地域包括支援
センターいきいきを含む）をお休
みします。
問　政策推進課政策担当

田園都市産業ゾーン
乱開発抑止パトロール

乱開発を抑止し、環境を守るため、
県と合同でパトロールを実施します。
日　11月26日（火）
場　圏央鶴ヶ島IC周辺地域
問　都市計画課都市計画担当

お知らせ

Infor-
mation

坂戸浄水場受電設備の
法定点検を実施します

停電作業中および作業終了後、水
道水が濁る場合がありますので、
水のくみ置きをお願いします。
日　11月15日（金）23時～16日（土）5時
問　坂戸、鶴ヶ島水道企業団浄水
課浄水担当☎285・8138

介護マークを配布しています

介護中であることを周囲に理解し
てもらい、介護する方の精神的負
担軽減や地域における日常的な支
え合いを推進するために「介護マ
ーク」を配布しています。
使用例　①駅などのトイレで付き
添いをするとき　②男性介護者が
女性用下着を購入するときなど
対　高齢者や障害者（市内に住所を
有している人）を介護している方
申�問　本人確認ができるもの（運
転免許証、健康保険証など）を持
参し、高齢者福祉課高齢者福祉担
当または地域包括支援センターへ

10月～12月
「滞納整理強化期間」実施中

期間中は、市税の未納者を対象に
文書催告や納税相談を重点的に行
い、滞納の解消に向けた取組みを
実施します。納期限内納付、早期
納付にご協力をお願いします。
相談窓口　平日8時30分～17時15
分、土曜日8時30分～12時（祝日を
除く）
問　収納課収納担当

保健センター専門職（登録制）

職種　保健師、助産師、看護師、
栄養士
職務内容　保健師・助産師／乳幼
児健診や乳幼児相談時の保健指導　
看護師／①乳幼児健診や乳幼児相
談時の診察・測定の介助　②成人
検診の問診など（※胃がん・肺が
ん検診の問診は7時20分～）　
栄養士／乳幼児健診や乳幼児相談
時の栄養指導・講話
勤務地　保健センター
募集人員　若干名　
※　職務内容や出勤回数について
は、要相談
申　履歴書に資格免許証の写しを
添付して、保健センターへ（後日
面接を行います）
問　保健センター☎271・2745

令和元年度前期
わかば大学塾市民教授募集

対　新規開講希望、再開講希望の
18歳以上の方（団体・サークルで
の応募可）
日　11月8日（金）10時～12時
場　市役所庁議室
内　市民教授を希望する方への説
明会を行います。
申�問　わかば大学塾事務局
☎298・7484　※　平日10時～15
時（12時～13時を除く）

募　　集

広告
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全国一斉の緊急地震速報訓練を行います

問合先　安心安全推進課防災担当

消防署を見学してみませんか

問合先　坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部指令課☎281・3495

　
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム（
Ｊ

ア
ラ
ー
ト
）を
使
用
し
た
、
全
国

一
斉
の
緊
急
地
震
速
報
訓
練
を
行

い
ま
す
。

放
送
日
時
　
11
月
５
日
㈫
10
時
頃

放
送
内
容
　「（
チ
ャ
イ
ム
音
）こ

ち
ら
は
、防
災
つ
る
が
し
ま
で
す
。

た
だ
今
か
ら
訓
練
放
送
を
行
い
ま

す
。（
緊
急
地
震
速
報
チ
ャ
イ
ム

音
）　
緊
急
地
震
速
報
。
大
地
震

で
す
。
大
地
震
で
す
。
こ
れ
は
訓

練
放
送
で
す
。（
く
り
返
し
３
回
）　

こ
ち
ら
は
防
災
つ
る
が
し
ま
で

　
坂
戸
・
鶴
ヶ
島
消
防
組
合
で
は
、

11
月
９
日
の
「
１
１
９
番
の
日
」

に
合
わ
せ
て
、
消
防
指
令
セ
ン
タ

ー
、
鶴
ヶ
島
消
防
署
お
よ
び
坂
戸

市
内
の
消
防
署
を
皆
さ
ん
に
公
開

し
ま
す
。

　
１
１
９
番
通
報
を
受
け
る
消
防

指
令
セ
ン
タ
ー
や
消
防
車
な
ど
、

普
段
あ
ま
り
見
る
こ
と
が
で
き
な

い
消
防
署
の
内
部
を
見
学
し
て
み

ま
せ
ん
か
。 

日
時
　
11
月
３
日
㈷
～
９
日
㈯

９
時
～
16
時

公
開
施
設
　
鶴
ヶ
島
消
防
署
、
消

防
本
部
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
、
坂

戸
消
防
署
、
東
分
署
、
西
分
署

す
。
こ
れ
で
訓
練
放
送
を
終
わ
り

ま
す
。（
チ
ャ
イ
ム
音
）」

※
　
緊
急
地
震
速
報
チ
ャ
イ
ム
音

は
、
実
際
の
緊
急
地
震
速
報
と
同

じ
警
報
音
が
流
れ
ま
す

※
　
放
送
を
聞
い
た
ら
、
自
分
の

身
を
守
る
行
動
を
と
っ
て
み
ま
し

ょ
う

※
　
災
害
時
な
ど
は
訓
練
を
中
止

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

※
　
放
送
が
流
れ
る
と
、
防
災
ラ

ジ
オ
か
ら
も
放
送
が
流
れ
ま
す

『ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心』 秋季全国火災予防運動のお知らせ

問合先　坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部予防課☎281・3117

　
11
月
９
日
㈯
か
ら
15
日
㈮
は
、

秋
の
全
国
火
災
予
防
運
動
期
間
で

す
。
家
の
周
囲
に
は
燃
え
や
す
い

も
の
を
置
か
な
い
よ
う
に
し
ま
し

ょ
う
。

平
成
30
年
中
に
お
け
る
管
内
の
主

な
火
災
原
因

・
電
気
機
器
　
６
件

・
放
火（
疑
い
を
含
む
）　
４
件

・
た
ば
こ
　
３
件

・
こ
ん
ろ
　
３
件

あ
な
た
の
命
を
守
る
「
住
宅
用
火

災
警
報
器
」
の
設
置
は
お
済
み
で

す
か
？

　
寝
室
な
ど
に
煙
式
の
警
報
器
を

設
置
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
設
置

が
お
済
み
の
方

は
、
定
期
的
に

警
報
器
の
掃
除

や
点
検
を
お
願

い
し
ま
す
。

防
火
ポ
ス
タ
ー
優
秀
作
品
発
表

　
坂
戸
・
鶴
ヶ
島
消
防
組
合
で
は
、

鶴
ヶ
島
市
と
坂
戸
市
の
小
学
３
・

４
年
生
を
対
象
と
し
、
夏
休
み
期

間
中
に
「
防
火
ポ
ス
タ
ー
」
を
募

集
し
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
、
１
６
８
点
の
応
募

が
あ
り
、54
点
が
入
選
し
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、
そ
の
中
か
ら
最
優
秀

作
品
１
点
と
優
秀
作
品
６
点
を
選

出
し
ま
し
た
。

最
優
秀
作
品

栄
小
学
校

４
年
　
大お
お

前ま
え

　
遥は
る
か香

さ
ん

優
秀
作
品

藤
小
学
校

４
年
　
越こ
し
川か
わ

　
ゆ
り
あ
さ
ん

新
町
小
学
校

３
年
　
長は
せ
が
わ
谷
川
　
樹た
つ
きさ
ん

ほ
か
、
坂
戸
市
内
の
小
学
生
４
人

　
こ
れ
ら
の
入
選
作
品
は
秋
季
全

国
火
災
予
防
運
動
期
間
中
を
目
安

に
、
次
の
と
お
り
展
示
し
ま
す
。

展
示
場
所
　
市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー

展
示
期
間
　
11
月
１
日
㈮
～
11
月

15
日
㈮ 

※
　
土
曜
日
午
後
、
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く




